
平成２４年度愛媛県総合防災訓練の各訓練種目 

 

１．訓練実施日    平成２４年 ９月 １日（土） ９時３０分～１１時３０分 

           （津波避難訓練は８時３０分開始） 

 

２．参 加 機 関 

１）自治体関係   愛媛県、新居浜市、今治市、西条市、四国中央市、上島町 

２）自主防災関係  高津校区自主防災・一宮自主防災・大島連合自主防災・別子山自主防災 

 

３．訓練概要 

１） 主要訓練種目 

① 津波避難訓練 

 ○ 高津校区住民への津波警報及び避難勧告の伝達（防災行政無線等） 

 ○ 沿岸地域住民による、一時避難所（東中学校体育館）までの避難 

 

② 救出・救護訓練〔新居浜東中学校〕 

 ○ 倒壊建物からの救出活動（５市町消防本部・県警機動隊） 

 ○ 負傷者等に対する医療救護・搬送等（新居浜市医師会） 

 

③ 救出・救護訓練〔国領川河口〕 

 ○ 水没地からの救出活動（新居浜市消防・県警機動隊・陸上自衛隊） 

 ○ 共同調整所における情報共有 

 ○ 負傷者等に対する医療救護・搬送等 

 ○ 海上自衛隊、海上保安部の船舶による漂流者の救出、救護、行方不明者の捜索 

 

④ 救援物資供給訓練 

 ○ 一宮運輸倉庫内における県物資拠点の確保 

 ○ 避難所・孤立地区への生活必需品等の搬送要領の調整 

 ○ 物資の集積・仕分け・搬送 

 

⑤ 孤立地区対策訓練 

 ○ 孤立集落との連絡確保 

 ○ 孤立地区の住民避難・救援物資の避難所への搬送（ヘリ・巡視艇の活用） 

   県防災ヘリ 国領川⇔大島地区 

陸上自衛隊 国領川⇔別子山地区 

         国領川⇔富郷地区 

   海上保安署巡視艇 黒島耐震岸壁⇔大島 



⑥ 避難所開設・運営訓練〔一時避難所・福祉避難所〕 

 ○ 避難所のレイアウトの決定及び設営 

 ○ 救援物資供給訓練、ライフライン確保訓練と連携した運営訓練 

   一時避難所：東中学校体育館（高津校区自主防災） 

福祉避難所：はぴねす会プラチナガーデン（一宮自主防災） 

 

２）連接訓練種目 

⑦ 情報収集・伝達訓練 

 ○ 気象庁からの災害情報の提供、県・市町・報道機関等による関係機関・地元住民への情報伝達 

 ○ 関係機関の職員、機材（ヘリ）による被災地の偵察及び災害対策本部への報告 

○ テレビ会議（県庁：愛媛県副知事・現地災害対策本部：市長） 

 

⑧ 交通応急対策訓練（警察本部） 

 ○ 現地会場付近主要交差点等に交通整理員を配置し、訓練参加車両を緊急輸送車両とした交通整

理、一般車両の一部規制等を実施する。 

 

⑨ ライフライン確保訓練 

 ○ 関係機関による電気・通信等のライフラインの確保（ＮＴＴ・四国電力） 

 

⑩ 展示・活動紹介 

○ 展示コーナーの設置 


